EUSIインターンシップ2009募集要項
EUSI(EU Studies Institute in Tokyo) は、EU関連機関でのインターンシップを目的に欧州へ渡航する大学院生を対象に奨励金を支給します。以下の募集要項に従い、奮って応募してください。
1．対　象 者：EUSI を構成する一橋大学、慶應義塾大学、津田塾大学の各大学院に在籍し、EU に関する研究を行っている者（外国人留学生を除く）。但し、課程修了者も可能。
2. 募集人員：1名
3．研修先機関：欧州委員会、欧州議会、欧州理事会事務局、欧州司法裁判所など、EUを構成する諸機関を優先する。その他EU関連NGO、企業なども可能。
4. 奨 励 金：１人につき上限50万円（渡航費と日当）
5. 派遣期間：2009年10月1日～2010年9月30日の間で研修に必要な期間
6. 選　　考：提出された応募書類に基づき1名をEUSIインターンシップ担当ワーキング・グル－プが選考する。但し、必要に応じて面接を行う。
7. 募集期間：2009年5月18日（月）午前10：30より、25日（月）午後4：00まで
8. 応募書類： （1）申請書―所定様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、正本１部、
複写を3部提出
　　　　　 　（2）研究履歴―A4 版2頁以内（任意様式）
（3）渡航先での研修計画―A4 版2頁（希望渡航先・研修先機関を選定する理由、研究との関連性、受け入れ側との連絡状況について明らかにする）。（任意様式）
　　　　　 　（4）渡航・研修日程表―A4 版１頁（任意様式）
（5）推薦状―申請者の研究能力と外国語運用能力に関する指導教員などの推薦状（任意様式） 

（6）支出計画書－A4版1頁（任意様式）
9. 帰国後の報告：帰国後１ヶ月以内に、報告書及び必要書類を当該所属大学へ提出すること。
10. 注意事項：＊インターンシップの遂行に際しては、職務内容などについての厳密な守秘義務が課せられます。
＊希望する機関で実際に研修が行えるかどうかの事前調査は応募者自身が確実に行い、その事前調査の結果を応募書類（研修計画）に明示すること。
＊派遣期間中の事故および疾病等はEUSIインターンシップ奨学生の責任とし、費用
　は自己負担となります。なお、EUSIインターンシップ奨学生は自己負担により海
外旅行傷害保険に加入しなければなりません。
11. 選 考 日 程：2009年6月5日（金）　但し、面接を行う場合は事前に本人に通知します。
12. 選 考 結 果：１週間以内に結果発表（本人に通知）
応募書類提出先：一橋大学
　　学務部　留学生課　 電話042 - 580 - 8162
　　および問合せ先　慶應義塾大学　　EUSI 事務局分室   電話03 - 5418 - 6702
　　
　　
　　津田塾大学
　　国際センター  　　 電話042 - 342 - 5164
